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1
3．業務の実施内容に関する事項
（8）保守要件

シ　障害時の原因究明と対策 調達仕様書（案）24頁

　「別添10　運用・保守責任分界点」では、システムバックアップ及び
システムリストアは、政府共通プラットフォームが主担当と定義され
ています。しかしながら、調達仕様書の本紙（左記）では、バックアッ
プ及びリストアは運用サービス担当業者（PF）が行なうように記載さ
れておりますが、政府共通プラットフォームの誤りではないでしょう
か。

ご指摘のとおり、記載誤りであるため以下のとおり修正します。

「シ　障害時の原因究明と対策」中、「人事・給与システム管理室に
おいて運用サービス担当業者（PF）が行うので、運用サービス担当
業者（PF）」とあるのは、「政府共通プラットフォーム」に改める。

「人事・給与関係業務情報システムの次期システム機器更改に係る構築及び賃貸借・保守（政府共通プラットフォーム)」に係る質問及びその回答
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